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七
九
二

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
規
定
に
基
づ

く
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
施
設
の
級
別
の
変

更
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）

七

一

8

七
九
三

平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三
百
三
十
二

号
（
東
京
都
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定

代
理
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

関
）
の
一
部
改
正
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
会
計
管
理
局
管
理
部
公
金
管
理
課
）

七

一

8

七
九
四

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
百
九
十
三

号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
）
の

一
部
改
正
�
�
�
�
�
�
�（
警
視
庁
）

七

一

8

七
九
五

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

二

1

七
九
六

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

七

三

1

七
九
七

七
九
八

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

（
二
件
）
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

三

1

七
九
九

保
安
林
の
指
定
予
定
�
�
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
七

三

1

八
〇
〇

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

七

四

1

八
〇
一
〜

八
〇
三

都
道
の
区
域
変
更
（
三
件
）
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
七

四

1

八
〇
四

東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
に
よ
る
納
期

限
等
の
期
日
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
）

七

五

1

八
〇
五

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
調

査
計
画
書
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

七

五

1

八
〇
六

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

五

2

一
三
三

東
京
都
開
発
登
録
簿
閲
覧
所
閲
覧
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�

�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

七

二
五

1

一
三
四

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
宅
地

認
定
事
務
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
五

1

一
三
五

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�（
環
境
局
自
然
環
境
部
水
環
境
課
）

七

二
五

1

一
三
六

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等

の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保

健
医
療
局
保
健
政
策
部
疾
病
対
策
課
）

七

二
六

1

告
　
　
　
示

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

七
八
〇
〜

七
八
六

特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
七

件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
生
活
文

化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）

七

一

4

七
八
七

都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
交
通
企
画
課
）
七

一

6

七
八
八

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

七

一

6

七
八
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

一

6

七
九
〇

車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
通
行
車

両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
最
大
二
十

五
ト
ン
で
あ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）

七

一

7

七
九
一

車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
通
行
車

両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
道
路
の
指
定
等
�
�（
同
）

七

一

7

　
　
令
和
六
年
七
月
分

　
　
　
　
定
刊
第
一
八
〇
九
四
号
か
ら
同
第
一
八
一
一
五
号
ま
で

規
　
　
　
則

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
二
七

東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�（
財
務
局
経
理
部
総
務
課
）
七

一

1

一
二
八

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�（
同
）
七

一

1

一
二
九

水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保
健
医

療
局
健
康
安
全
部
環
境
保
健
衛
生
課
）

七

一

2

一
三
〇

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）

七

一

2

一
三
一

東
京
都
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�
�
�

�
�
�（
産
業
労
働
局
金
融
部
金
融
課
）

七

一
一

1

一
三
二

東
京
都
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

七

二
四

1

目

録

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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八
〇
七

令
和
六
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講

習
会
及
び
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習

会
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

七

五

3

八
〇
八

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

八

1

八
〇
九

都
道
の
区
域
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
七

八

2

八
一
〇

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

九

1

八
一
一

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
〇

1

八
一
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の

認
定
取
消
し
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

七

一
一

1

八
一
三

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

一
一

1

八
一
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

一
一

1

八
一
五

国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更

認
可
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保
健
医

療
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）

七

一
一

3

八
一
六

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
百
一
号

（
東
京
都
震
災
対
策
条
例
に
よ
る
救
出

及
び
救
助
の
活
動
拠
点
の
指
定
）
の
一

部
改
正
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
計
画
課
）

七

一
二

1

八
一
七

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

七

一
二

2

八
一
八

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
の

認
定
取
消
し
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）

七

一
二

3

八
一
九

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土

地
の
区
域
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

一
二

3

八
二
〇

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

一
二

3

八
二
一

路
外
駐
車
場
の
供
用
の
休
止
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
管
理
課
）
七

一
二

4

八
二
二

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
�
�
�
�
�

�
�
�
（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
デ
ジ

タ
ル
戦
略
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）

七

一
六

1

八
二
三

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

一
六

1

八
二
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

一
六

2

八
二
五

建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
�

（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
七

一
七

1

八
二
六

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
八

1

八
二
七

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

七

一
八

1

八
二
八

土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
認
可
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

七

一
九

1

八
二
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

一
九

1

八
三
〇

八
三
一

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
（
二
件
）

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

七

一
九

2

八
三
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

七

二
四

2

八
三
三

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

七

二
四

2

八
三
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
四

3

八
三
五

都
道
の
区
域
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
七

二
四

4

八
三
六

都
道
の
供
用
開
始
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

二
四

6

八
三
七

道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す

る
区
域
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

七

二
四

6

八
三
八

八
三
九

港
湾
施
設
の
供
用
開
始
（
二
件
）
�
�

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
七

二
五

2

八
四
〇

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
知
事
が
指
定
す
る
施
設
及
び
修
繕
等

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
五

2

八
四
一

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
知
事
が
指
定
す
る
施
設
�
�
�（
同
）
七

二
五

2

八
四
二

都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
七

二
六

4

八
四
三

八
四
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

二
六

5

八
四
五

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
及
び

指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
六

7

八
四
六

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
指
定
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

七

二
六

8

八
四
七

保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
七

二
六

8
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八
四
八

森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
掲
示
�（
同
）
七

二
六

8

八
四
九

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

七

二
六

8

八
五
〇

土
地
区
画
整
理
事
業
の
終
了
認
可
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

七

二
九

1

八
五
一

街
並
み
景
観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
変
更
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

七

三
〇

1

八
五
二

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定

盛
土
等
規
制
区
域
の
指
定
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）

七

三
一

1

八
五
三

市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
認
可
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

七

三
一

3

八
五
四

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
認

可
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

三
一

3

八
五
五

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

七

三
一

3

八
五
六

都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
住
宅
政
策

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）

七

三
一

3

八
五
七

都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

三
一

7

八
五
八

都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

三
一

7

八
五
九

救
急
医
療
機
関
の
認
定
及
び
協
力
申
出

の
撤
回
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保
健
医

療
局
医
療
政
策
部
救
急
災
害
医
療
課
）

七

三
一

7

八
六
〇

都
道
の
区
域
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
七

三
一

9

八
六
一

港
湾
施
設
の
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
七

三
一

11

八
六
二

港
湾
施
設
の
供
用
開
始
�
�
�
�（
同
）
七

三
一

11

八
六
三

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
�
�
�
�
�

�
�
�（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）
七

三
一

11

規
　
　
　
則
（
教
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
五

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
�
�

七

二
二

1

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

八
九

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

三

2

九
〇

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
取
消
し
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

三

3

九
一

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
�
�
�
�

七

四

5

九
二

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
�
�
�
�
�
�
�

七

四

5

九
三

東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
�
�
�
�
�

七

四

5

九
六

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
�
�
�
�

七

一
二

4

九
七

東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
�
�
�
�
�
�
�

七

一
二

4

九
八

東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
�
�
�
�
�

七

一
二

5

九
九

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一
六

3

一
〇
〇

不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指

定
取
消
し
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一
六

3

一
〇
一

政
治
団
体
の
届
出
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
六

10

一
〇
二

政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
六

11

一
〇
三

政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
�
�
�
�
�

七

二
六

15

一
〇
四

資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
�
�
�

七

二
六

18

一
〇
五

資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の

届
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
六

18

一
〇
六

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
六

19

八
三
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
）

七

二
四

2

八
三
三

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

七

二
四

2

八
三
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
四

3

八
三
五

都
道
の
区
域
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
七

二
四

4

八
三
六

都
道
の
供
用
開
始
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

二
四

6

八
三
七

道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す

る
区
域
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

七

二
四

6

八
三
八

八
三
九

港
湾
施
設
の
供
用
開
始
（
二
件
）
�
�

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
七

二
五

2

八
四
〇

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
知
事
が
指
定
す
る
施
設
及
び
修
繕
等

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
五

2

八
四
一

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
知
事
が
指
定
す
る
施
設
�
�
�（
同
）
七

二
五

2

八
四
二

都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
七

二
六

4

八
四
三

八
四
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

七

二
六

5

八
四
五

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
及
び

指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

七

二
六

7

八
四
六

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
指
定
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

七

二
六

8

八
四
七

保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
七

二
六

8
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規
　
　
　
則
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
〇

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等
の

期
間
を
定
め
る
規
則
及
び
銃
砲
刀
剣
類

所
持
等
取
締
法
第
四
条
の
三
第
二
項
及

び
第
十
二
条
の
三
の
診
断
を
行
う
医
師

の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
四

6

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

二
一
六

指
定
講
習
機
関
の
指
定
�
�
�
�
�
�

七

一

8

二
二
九

二
三
〇

警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
（
二
件
）
�

七

五

4

二
三
一
〜

二
三
五

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

（
五
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

五

6

二
四
一

指
定
講
習
機
関
の
届
出
事
項
の
変
更
届

出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一
六

4

二
四
二

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
�
�

七

一
六

4

二
四
九

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
長
の
選
任
及

び
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
長
代
理
の

指
名
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
四

6

規
　
　
　
程
（
交
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三
七

東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅

客
運
賃
割
引
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�

七

三
一

12

三
八

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

三
一

13

三
九

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例

施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

七

三
一

13

告
　
　
　
示
（
交
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三

東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収
事
務
の

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一

9

公
　
　
　
告

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一

9

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
七

二

2

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）

七

五

12

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

九

2

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）

七

一
〇

1

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

七

一
〇

3

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）

七

一
一

3

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
一

5

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
�
�

　
�
�
�
�
�（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
七

一
六

4

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原

案
（
二
件
）
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

七

一
六

4

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
六

7

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
七

一
七

1

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
七

3

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
七

一
九

6

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

七

二
三

1

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

二
四

7

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
七

二
六

21

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原

案
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

七

二
九

1

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

（
二
件
）
�
�
�
�（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
七

二
九

2

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
使
用
の
裁
決
手
続
開
始

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

二
九

5

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

二
九

10

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

七

三
〇

3

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
�
�
�（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
七

三
一

14
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○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

三
一

14

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
�
�
�
�

　
�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）
七

三
一

14

雑
　
　
　
報

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
令
和
五
年
度
決
算
の
要
旨
�
�
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）
七

一
〇

3

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
（
二
件
）
�

　
�
�
�
�（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
七

一
七

4

正
　
　
　
誤

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

◯
令
和
二
年
三
月
三
十
日
付
交
通
局
規
程
第
三

十
九
号
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一
九

6

○
令
和
五
年
三
月
十
七
日
付
交
通
局
規
程
第
二

十
六
号
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一
九

6

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
〇

銃
砲
等
又
は
刀
剣
類
の
所
持
許
可
等
の

期
間
を
定
め
る
規
則
及
び
銃
砲
刀
剣
類

所
持
等
取
締
法
第
四
条
の
三
第
二
項
及

び
第
十
二
条
の
三
の
診
断
を
行
う
医
師

の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
四

6

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

二
一
六

指
定
講
習
機
関
の
指
定
�
�
�
�
�
�

七

一

8

二
二
九

二
三
〇

警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
（
二
件
）
�

七

五

4

二
三
一
〜

二
三
五

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

（
五
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

五

6

二
四
一

指
定
講
習
機
関
の
届
出
事
項
の
変
更
届

出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一
六

4

二
四
二

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
�
�

七

一
六

4

二
四
九

東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
長
の
選
任
及

び
東
京
都
公
安
委
員
会
委
員
長
代
理
の

指
名
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

二
四

6

規
　
　
　
程
（
交
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三
七

東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅

客
運
賃
割
引
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�

七

三
一

12

三
八

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

三
一

13

三
九

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例

施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

七

三
一

13

告
　
　
　
示
（
交
）

公
布

番
号

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三

東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収
事
務
の

委
託
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

七

一

9

公
　
　
　
告

　
　 

件
　
　
　
　
　
　
　
名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一

9

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
七

二

2

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）

七

五

12

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

九

2

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）

七

一
〇

1

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

七

一
〇

3

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）

七

一
一

3

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
一

5

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
�
�

　
�
�
�
�
�（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
七

一
六

4

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原

案
（
二
件
）
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

七

一
六

4

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務

所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
六

7

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
七

一
七

1

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

一
七

3

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
七

一
九

6

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

七

二
三

1

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

七

二
四

7

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
七

二
六

21

○
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原

案
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

七

二
九

1

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

（
二
件
）
�
�
�
�（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
七

二
九

2

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
使
用
の
裁
決
手
続
開
始

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

二
九

5

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
七

二
九

10

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

七

三
〇

3

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

し
�
�
�
�（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）
七

三
一

14
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